
 計算書類に対する注記（拠点区分用） 別紙２

令和  3年  3月 31 日現在
1頁法人名 ：社会福祉法人　緑風会

拠点区分名 ：ケアハウス モントゼー拠点

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産（リース資産を除く）　　　

　　　　当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

　　②無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

（２）賞与引当金の計上基準

　　　　当拠点区分は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年

　　　度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（３）消費税の取扱い

　　　　当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

　該当する事項はない。

３．採用する退職給付制度

　当拠点区分は、職員の退職給付に充てるため、確定給付制度を採用している。確定給付制度では退職給付

として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

　（１）モントゼー拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

　（２）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

　　　　　ア.ケアハウス　モントゼー

　　　　　イ.モントゼー　建築

　（３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 64,269,085 293,459 3,188,286 61,374,258

         合  計 64,269,085 293,459 3,188,286 61,374,258

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

（１）「会計基準」第２２条第６項の規定に基づく基本金の取崩額

　　該当する事項はない。

（２）「会計基準」第２２条第４項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴

　　　う取崩額

　①建物　　　　　　　　該当する事項はない。

　②構築物　　　　　　　該当する事項はない。

　③機械及び装置　　　　該当する事項はない。

　④車輌運搬具　　　　　該当する事項はない。

　⑤器具及び備品　　　　メドマープロの除却による取崩額　　　1円

７．担保に供している資産　

担保に供されている資産は以下のとおりである。

　建物（基本財産） 61,374,258円

                             計 61,374,258円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　設備資金借入金（チロル） 35,000,000円

                             計 35,000,000円



別紙２

2頁

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 163,558,691 102,184,433 61,374,258

構築物 1,856,783 1,837,539 19,244

車輌運搬具 4,328,100 3,161,291 1,166,809

器具及び備品 5,673,441 4,069,728 1,603,713

         合  計 175,417,015 111,252,991 64,164,024

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当する事項はない。

１０．重要な後発事象

　該当する事項はない。

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
するために必要な事項

　該当する事項はない。


